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（参考資料１） 

 

参照条文等 

 

○ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

〔不衛生な食品又は添加物の販売等の禁止〕 

第６条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に

授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供するため

に、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは

陳列してはならない。 

一 （略） 

二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの

疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生

労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 

三、四（略） 

 

 

○ 食品安全基本法（平成１５年法律第４８号） 

〔食品健康影響評価の実施〕 

第１１条  食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に

悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状

態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食

品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価（以下「食

品健康影響評価」という。）が施策ごとに行われなければならない。ただし、

次に掲げる場合は、この限りでない。 

一、二（略）  

三  人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要す

る場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき。  

２ 前項第三号に掲げる場合においては、事後において、遅滞なく、食品健康

影響評価が行われなければならない。  

 

〔委員会の意見の聴取〕  

第２４条  関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければ

ならない。ただし、委員会が第１１条第１項第１号に該当すると認める場合

又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。  

一 ～十四（略） 
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２（略） 

３ 第一項に定めるもののほか、関係各大臣は、食品の安全性の確保に関する

施策を策定するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことが

できる。  

 

 

○ 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号） 

〔原子力緊急事態宣言等〕  

第１５条  主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事

態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関

する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の

規定による指示の案を提出しなければならない。 

一  第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出され

た放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出され

た放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上

である場合 

二  前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令

で定めるものが生じた場合 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、

原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示（以下「原子力緊急

事態宣言」という。）をするものとする。 

一  緊急事態応急対策を実施すべき区域 

二  原子力緊急事態の概要 

三  前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者そ

の他の者及び公私の団体（以下「居住者等」という。）に対し周知させる

べき事項 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ち

に、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、

第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十

条第一項 及び第五項 の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の

勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示

するものとする。 

４ 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止

を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速や

かに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の

公示（以下「原子力緊急事態解除宣言」という。）をするものとする。 
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〔原子力災害対策本部長の権限〕 

第２０条 

１、２（略） 

３ 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害

対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ

迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度におい

て、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定

により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関

の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公

共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。 

４、５（略） 

６ 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実

施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要がある

と認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関す

る技術的事項について必要な助言を求めることができる。 
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